
 

 

 

 

 

 

 

 

 

登別市水道事業 

経 営 戦 略 
（令和４年度～令和１５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

 

登別市都市整備部水道室水道グループ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１章 「登別市水道事業経営戦略」の策定にあたって 

1. 策定の趣旨 ························································· 1 

2. 経営戦略の位置づけ・計画期間 ······································· 2 

2.1 位置づけ ······················································· 2 

2.2 計画期間 ······················································· 2 

 

第２章 事業概要 

1. 事業の沿革 ························································· 3 

2. 給水 ······························································· 3 

3. 水源・施設等 ······················································· 3 

3.1 水源 ··························································· 3 

3.2 浄水施設 ······················································· 4 

3.3 配水施設（配水管を除く） ······································· 4 

3.4 管路（導水管・送水管・配水管） ································· 4 

4. 料金 ······························································· 5 

5. 組織 ······························································· 6 

6. これまでの主な経営健全化の取組 ····································· 6 

6.1 事業の広域化 ··················································· 6 

6.2 職員数の削減 ··················································· 7 

6.3 補償金免除繰上償還の実施 ······································· 7 

6.4 施設の統廃合 ··················································· 7 

6.5 漏水対策 ······················································· 8 

6.6 料金未納者対策 ················································· 8 

7. 経営比較分析表を活用した現状分析 ··································· 8 

7.1 経営の健全性・効率性 ··········································· 8 

7.2 老朽化の状況 ··················································· 8 

 

第３章 将来の事業環境 

1. 給水人口の予測 ····················································· 9 

2. 水需要予測 ························································· 9 

3. 料金収入の見通し ·················································· 10 

4. 施設の見通し ······················································ 11 

4.1 浄水・配水施設（配水管を除く） ································ 11 

4.2 管路（導水管・送水管・配水管） ································ 12 

4.3 災害・危機管理対策 ············································ 12 

5. 組織の見通し ····················································· 13 

 

第４章 経営の基本方針 

1. 経営の基本方針 ···················································· 14 

1.1 「安全」に対する基本方針 ······································ 14 

1.2 「強靭」に対する基本方針 ······································ 14 

1.3 「持続」に対する基本方針 ······································ 14 

2. 経営戦略の主なつくりと各種期間 ···································· 14 

2.1 経営戦略の主なつくり ·········································· 14 



 

 

2.2 計画期間と試算期間 ············································ 14 

 

第５章 投資・財政計画（収支計画） 

1. 投資・財政計画（収支計画） ········································ 16 

1.1 収支計画と具体的な推計方法 ···································· 16 

1.2 収支計画のうち投資についての説明 ······························ 17 

1.3 収支計画のうち財源についての説明 ······························ 20 

1.4 収支計画のうち投資以外についての説明 ·························· 20 

1.5 投資・財政計画に関する考察 ···································· 20 

2. 投資・財政計画（収支計画）未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 ·· 22 

2.1 投資についての検討状況等 ······································ 22 

2.2 財源についての検討状況等 ······································ 23 

2.3 投資以外の経費についての検討状況等 ···························· 25 

 

第６章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 ··························· 26 

 

 

 

 

巻末資料 

1 用語解説 

  2 経営比較分析表 

  3 投資・財政計画（収支計画） 

 



1 

 

第１章 「登別市水道事業経営戦略」の策定にあたって 

1. 策定の趣旨 

水道は、市民生活や企業の経済活動等を支えるライフラインとして重要な役割を

担っており、その事業運営にあたっては、安全で安心な水道水を安定して供給でき

る体制整備が不断に求められています。 

現在、水道サービスを安定して提供するために必要な水道施設等の更新や耐震化

に要する投資的経費の増加が見込まれる一方で、人口減少及び生活様式や都市構造

の変化など水需要の低迷に伴う給水収益の減少が見込まれる中、当市の水道事業を

取り巻く経営環境は、今後益々厳しくなることが予想されます。 

このような状況下で、引き続き水道施設の更新等を進め、施設や管路の健全性を

維持していくためには、経営状況を的確に把握したうえで、徹底した経営の効率化

や施設管理の見直しをすすめ、経営健全化への取組を一層推進するとともに、投資

額の合理化を最大限に行うなどの計画的な経営に取り組む必要があります。 

そのため、登別市水道事業においては、登別市水道事業ビジョンに掲げる基本理

念である「暮らしを守り、信頼される水道供給を目指して（登別の未来へつなぐ安

全な水道）」の実現に向け、中長期的な経営の基本計画である「登別市水道事業経営

戦略（平成２９年度策定）」の見直しを行ったものです。 
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2. 経営戦略の位置づけと計画期間 

2.1 位置づけ 

この経営戦略は、登別市水道事業の運営に関する方向性及び施策推進の基本的な

考え方を示した「登別市水道事業ビジョン（平成 28年 1月策定）」との整合を図り、

中長期的な視点に立った投資・財政計画に基づく戦略的な経営を推進するとともに

「登別市総合計画（第 3期基本計画）」を反映し、水道事業を安定的に継続するため

の中長期的な計画を定めるものです。 

また、アセットマネジメント※1手法を導入し、計画的かつ効率的な水道施設の改

築・更新や維持管理・運営、更新積立金等の資金確保の方策を検討した中長期の「登

別市水道施設整備計画（平成 28 年 8 月策定）」との整合を図りながら策定をするも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 計画期間 

登別市水道事業に係る各計画期間との整合を図るため、計画期間は、令和 4年度

から令和 15年度までの 12年間とし、4年毎に検証を行います。 

実現方策 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

登別市 
総合計画 

              

登別市 
水道事業 
ビジョン 

              

登別市 
水道施設 
整備計画 

              

登別市 
水道事業 
経営戦略 

              

計画期間：10 年間 

計画期間：10 年間 

全体計画期間：H28 年度～R37 年度：40 年間 

第 1 期計画期間：H28 年度～R7 年度：10 年間 第 2 期計画期間：10 年間 

前計画期間 計画期間：12 年間（4 年毎に経営戦略の検証） 

図 1-2 各種計画期間 

図 1-1 登別市経営戦略の位置づけ 

登別市総合計画 
人が輝き まちがときめく 

ふれあい交流都市 のぼりべつ 

新水道ビジョン 
（厚生労働省） 

「安全」「強靭」「持続」 

「登別市水道事業ビジョン」 
「安全」「強靭」「持続」 

計画期間：平成２８年度～令和７年度 

平成２５年３月策定 

 
「登別市水道施設整備計画」 

第 1 期（平成 28 年度～令和 7年度：10 年間） 

全体計画期間：平成２８年度～令和３７年度(４０年間) 

「登別市水道事業経営戦略」 

平成２８年８月策定 

平成２８年１月策定 

計画期間：平成２８年度～令和７年度 

計画期間：令和４年度～令和１５年度 
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第２章 事業概要 

1. 事業の沿革 

当市の水道事業は、旧幌別村の水道として、昭和 25年に給水を開始して以来、令

和 3年で 71年を迎えました。当時の人口が集中している地域は、幌別・登別温泉・

鷲別・登別の 4 地区で、それぞれ大きな集団市街地を形成していたことから、各々

に上水道として給水をおこなってきました。このうち、始まりは登別地区の登別簡

易上水道であり、計画給水人口※2を 1,500 人という計画で出発した水道でありまし

たが、急激な人口増加を背景に昭和 38年には拡張工事に合わせて登別温泉上水道に

統合されています。 

また、昭和 50年代には、さらなる水需要の増加に対応するために、室蘭市からの

分水 20,000ｍ3/日の有効活用を計り、各地区の給水区域を統合して、その名称を登

別市水道事業とし今日に至っています。  

現在は、室蘭市水道事業からの分水状態を解消するため、平成 23年において室蘭

市水道事業が保有する水利権（登別川）の一部の譲渡を受けて、室蘭市千歳浄水場

の施設を共同使用しています。 

  

2. 給水 

令和 2年度末の水道普及率※3は、98.66％となっており、現有浄水処理能力は、幌

別浄水場 5,000ｍ3/日と登別温泉浄水場 4,125ｍ3/日に、室蘭市との実施協定による

浄水処理水量 8,300ｍ3/日を合わせた 17,425ｍ3/日となっています。 

表 2-1 給水の状況（令和 2年度末） 

給 水 開 始 年 月 日 昭和 25 年 3 月 20 日 

計 画 給 水 人 口 46,520 人 

現 在 給 水 人 口※4 45,779 人 

浄 水 処 理 能 力 17,425ｍ3/日 

水 道 普 及 率 98.66％ 

 

3. 水源・施設等 

3.1 水源 

当市は、クスリサンベツ川、来馬川、登別川の 3 河川に加え、深井戸による地下

水を有しており、現有浄水処理能力に対して豊富な水量を保有しています。 

表 2-2 水源の概要 

水 源 水源種別 浄水場 水利権水量 備考 

登別川水系 

クスリサンベツ川 
河川表流水 登別温泉浄水場 6,480m3/日 

 

胆振幌別川水系 

来馬川 
河川表流水 

幌別浄水場 
4,000m3/日 

 

深井戸 地下水 1,000m3/日  

登別川水系 

登別川 
河川表流水 

室蘭市千歳浄水場 

（共同使用） 
20,000m3/日 

左記ほか 

室蘭市 40,000m3/日 
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3.2 浄水施設 

浄水場を表 2-3 に示します。当市には、3 つの浄水場が有り、そのうち、千歳浄

水場は室蘭市と共同使用をしています。 

表 2-3 浄水場の概要 

浄水場名 項 目 施 設 概 要 

登別温泉浄水場 

公称施設能力 4,125 m3/日 

浄水方法 高速凝集沈澱、急速ろ過、塩素滅菌 

建設年月 昭和 41年 3 月 

幌別浄水場 

公称施設能力 5,000 m3/日（H29～H30 部分更新） 

浄水方法 高速凝集沈澱、急速ろ過、塩素滅菌 

建設年月 昭和 37年 10 月 

室蘭市 

千歳浄水場 

（共同使用） 

公称施設能力 40,000m3/日（うち登別市 8,300m3/日） 

浄水方法 高速凝集沈澱、急速ろ過、塩素滅菌 

建設年月 昭和 42年 8 月 

 

3.3 配水施設（配水管を除く） 

配水施設のうち、配水池及びポンプ場を表 2-4 に示します。なお、管路の整備に

伴い一部を休止しています。 

表 2-4 配水施設の概要 

系統 施 設 施 設 概 要 建設年月 備 考 

登別温泉 

浄水場 

水系 

高区配水池 V＝ 1,500m3 RC 造 平成 10 年 3 月   

中区配水池 
V＝ 

V＝ 

224m3 

1,200m3 

RC 造 

RC 造 

昭和 

平成 

42 年 

3 年 

3 月  

3 月  

 

 

低区配水池 V＝ 768m3 RC 造 昭和 42 年 3 月   

上登別配水池 V＝ 100m3 RC 造 昭和 41 年   

中登別増圧ポンプ場 Q＝ 0.416m3/分×30m 平成 13 年 11 月  （H30 廃止） 

幌別浄水場 

水系 

柏木配水池 V＝ 3,000m3 PC 造 平成 15 年 2 月   

幌別配水池 V＝ 1,072m3 RC 造 昭和 37 年 10 月   

千歳浄水場 

水系 

千歳配水池 V＝ 3,000m3 PC 造 昭和 56 年 3 月   

千歳ポンプ場 Q＝ 1.0m3/分×60m 平成 15 年 10 月   

若草第一配水池 V＝ 2,028m3 RC 造 昭和 45 年 6 月  R1～R3 耐震化事業 

新生ポンプ場 Q＝ 0.225m3/分×53m 昭和 51 年 4 月  （休止中） 

新生配水池 V＝ 100m3 RC 造 昭和 51 年 4 月  （休止中） 

美園ポンプ場 Q＝ 0.32m3/分×80m 平成 18 年 2 月   

美園配水池 V＝ 150m3 PC 造 平成 8 年 3 月   

富岸増圧ポンプ場 Q＝ 0.25m3/分×40m 平成 9 年 3 月   

若草第二配水池 V＝ 330m3 RC 造 平成 7 年 3 月   

 

3.4 管路（導水管・送水管・配水管） 

令和 2年度末現在、管路延長は約 290ｋｍで、そのうち導水管は約 2ｋｍ、送水管

は約 3ｋｍ、配水管は約 285ｋｍに達しています。管種別でみると、ダクタイル鋳鉄

管が 64.0％、ポリエチレン管が 34.8％を占めており、その他（鋼管等）が 1.2％と

なっています。 
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4. 料金 

料金体系は表 2-5 のとおり、家事用、家事用以外、公衆浴場用については、基本

料金と計量料金に分けて設定しております。また、臨時用は計量料金のみ、消防用

は、定額料金としています。 

表2-5 料金表 

(1月につき) 

用途別 料金 

家事用 基本料金 5㎥まで 1,374円 

計量料金 6㎥以上10㎥まで1㎥につき 180円 

11㎥以上25㎥まで1㎥につき 211円 

26㎥以上1㎥増すごとに 248円 

家事用以外 基本料金 10㎥まで 3,584円 

計量料金 11㎥以上30㎥まで1㎥につき 222円 

31㎥以上50㎥まで1㎥につき 250円 

51㎥以上100㎥まで1㎥につき 304円 

101㎥以上500㎥まで1㎥につき 338円 

501㎥以上1,000㎥まで1㎥につき 341円 

1,001㎥以上1㎥増すごとに 344円 

公衆浴場用 基本料金 100㎥まで 4,600円 

計量料金 101㎥以上1㎥増すごとに 53円 

臨時用 計量料金 10㎥まで 3,000円 

11㎥以上1㎥増すごとに 460円 

消防用 定額料金 1台1分間につき 127円 

【料金改定年月日（消費税のみの改定は含まない）】 

 平成 31 年 4 月 1 日 
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5. 組織 

水道の組織は、市長が水道事業管理者の権限を行い、都市整備部の中に水道室が

置かれ水道事業を 33 名（うち会計年度任用職員 18 名）で運営しています。水道経

験年数の浅い職員が多い状況であり、年齢構成を見ると浄水場の運転管理や検針徴

収を担当する業務については比較的年齢が高い会計年度任用職員に依存している状

況です。令和 2年度の組織体制は以下のとおり。 

 
 

図 2-1 令和 2年度 職員体制（人員と年齢構成） 

 

6. これまでの主な経営健全化の取組 

6.1 事業の広域化 

当市の水道事業は、室蘭市千歳浄水場について、室蘭市と施設の一部を共同使用

する取組を行うことにより事業の効率化を図っています。これにより新たな施設整

備を必要としないことから、広義の広域化によるメリットが生じている状況です。 

【これまでの経緯】 

 平成 22年 3月 25日 分水解消に向けての基本合意締結 

 平成 23年 3月 28日 千歳浄水場関連施設の共同使用及び管理の協定締結 
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6.2 職員数の削減 

これまでも登別市が策定した「登別市定員適正化計画」に従って、水道事業職員

も職員削減をおこなってきておりますが、平成 23年に新たに策定した本計画におい

ては、事務事業の見直しや民間委託などにより、実質的にマンパワーが不要となっ

た場合に、職員を削減することを原則としており、水道事業においても同様に取り

組むことになっております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.3 公的資金補償金免除繰上償還※５の利用 

平成 19年度から平成 21年度までの 3年間で、水道事業が過去に借り入れた高利

率の企業債について、補償金を支払わずに繰上償還を行うことができる国の制度を

利用し、低利率の企業債への借り換えを行いました。この制度を利用することによ

り、企業債利息を約 1億 1千万円軽減することができました。 

 

6.4 施設の統廃合 

ポンプ場等の施設については、管路の整備状況等により統廃合が可能となる場合

があることから、費用対効果を考慮したうえで必要に応じて施設の統廃合を行って

図 2-2 職員数の推移（1） 

図 2-3 職員数の推移（2） 

23
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24
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H12 H13 H14 H15 H16 H24 H25 H26 H27 H28

職
員
数
（
人
）

正規職員 23人→15人

嘱託・臨時 21人→18人
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います。当市においては、中登別増圧ポンプ場を廃止するとともに、新生ポンプ場、

及び新生配水池を現在休止しており、電気料や施設清掃などの維持管理費の縮減に

努めています。 

 

6.5 漏水対策 

水道水を効率的に使用するためには、漏水防止への取組は重要です。当市では、

配水される水道水の量を流量計等で測定及び監視することにより早期の漏水発見に

努めています。 

また、地上からの発見が難しい漏水については、地下で発生する漏水のわずかな

音を頼りに調査・修理を行うことにより、道路陥没などの防止とともに有収率※7 の

向上に努めています。 

 

6.6 料金未納者対策 

収納対策については、納期限日を過ぎても納付の無い利用者への督促状送付に始

まり、催告書の送付、給水停止予告書の送付、給水停止執行通知書の送付と続く一

連の通知送付による料金の納付を促しつつ、徴収員の臨戸による折衝や徴収、さら

に職員による訪問調査や徴収等も随時実施しておりますが、それでも納入が無い場

合には給水停止の措置を行っています。これらの取組により、未収金納付への意識

づけを行い、料金負担の公平性を損なうことのないように、収納率の向上に努めて

います。 

 

7. 経営比較分析表(令和元年度版)を活用した現状分析【巻末資料：別紙 1】 

令和 2 年度決算を反映した経営比較分析表が公表されていないことから、令和元

年度決算を反映したものを用いて現状分析を行います。 

7.1 経営の健全性・効率性 

経常収支比率※8 は 100％以上となっており、累積欠損金もなく収支は健全な状態

となっています。流動比率※9 も 100％以上を保っていることから、短期債務に対す

る支払能力には問題ないと判断しております。料金回収率※10は 100％以上となって

おり、給水にかかる費用を水道料金で賄えているが、給水原価※11については、類似

団体と比較すると高い状態である。施設利用率※12は類似団体と比較しても高い状態

にあり、施設を有効的に利用できております。有収率は前年度よりも良い数値にな

っており、類似団体と同程度ではあるが、今後も老朽管の更新や適正な維持管理に

よる漏水防止対策等が必要となります。 

 

7.2 老朽化の状況 

有形固定資産減価償却率※13、管路経年化率※14は、類似団体と比較すると数値が下

回っており、管路更新率※15は類似団体より若干上回っているが、今後 10年の間に、

耐用年数を迎える施設を多数保有しております。 
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1日最大給水量 11,900m3/日

1日平均給水量 9,730m3/日

経営戦略計画期間

第３章 将来の事業環境 

1. 給水人口の予測 

行政区域内人口及び給水人口の推計を図 3-1に示します。令和 4 年度における行

政区域内人口は、45,920人、給水人口は 45,420人となっています。  

また、本経営戦略における計画期間最終年度の令和 15年度では、行政区域内人口

は、39,090 人、給水人口は 38,830 人となっており、今後も減少傾向が続く見込み

です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. 水需要予測 

1 日最大給水量※16、1 日平均給水量※17の予測を図 3-2 に示します。令和 4 年度に

おける計画 1 日平均給水量は 11,790ｍ3/日、計画 1 日最大給水量は 14,420ｍ3/日と

なっています。 

また、本経営戦略における計画期間最終年度の令和 15年度では、計画 1日平均給

水量は 9,730ｍ3/日、計画 1日最大給水量は 11,900ｍ3/日となっており、給水人口の

予測と同様に、今後も減少傾向が続く見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 計画給水量の推計結果 

図 3-1 行政区域内人口及び給水人口の推計結果 
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3. 料金収入の見通し 

水道料金収入の見通しについて、図 3-3に示します。平成 31年 4月 1日付けで料

金改定を行ったため、令和元年度から大きく上昇したところです。 

しかしながら、令和 4年度における水道料金収入は 9億 2千 483 万 7千円、本

経営戦略における計画期間最終年度の令和 15年度では、8億 1千 309万 4千円と

なっており、給水人口の予測や水需要予測と同様に、今後も減少傾向が続く見込

みです。 

 

水道料金収入の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 31年 4月 1 日に料金改定実施済 

図 3-3 水道料金収入の見通し 
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4. 施設の見通し 

4.1 浄水・配水施設（配水管を除く） 

主要施設である浄水場及び配水池等について、建設からの経過年数を表 3-1 に示

します。浄水場及び配水池の一部で経過年数が 50年を超えている状況です。 

表 3-1 施設の経過年数と耐震性能 

系統 施設名 建設年月 
経過 
年数※ 

R15 年度 
経過年数 

耐震化優先順位 
（1 次診断結果） 

耐震 2 次 
診断 

登別温泉 
浄水場 
水系 

登別温泉浄水場 昭和 41 年 3 月  55 年 68 年 最高 無 

高区配水池 平成 10 年 3 月  23 年 36 年 高 有 

中区配水池 
昭和 42 年 3 月  54 年 67 年 中 無 

平成 3 年 3 月  30 年 43 年 高 有 

低区配水池 昭和 42 年 3 月  54 年 67 年 最高 有 

上登別配水池 昭和 41 年  54 年 67 年 中 無 

幌別 
浄水場 
水系 

幌別浄水場 昭和 37 年 10 月  58 年 71 年 最高 無 

柏木配水池 平成 15 年 2 月  18 年 31 年 不要 無 

幌別配水池 昭和 37 年 10 月  58 年 71 年 中 有 

千歳 
浄水場 
水系 

千歳配水池 昭和 56 年 3 月  40 年 53 年 最高 有 

千歳ポンプ場 平成 15 年 10 月  17 年 30 年 不要 無 

若草第一配水池 昭和 45 年 6 月  50 年 63 年 最高 有 

美園ポンプ場 平成 18 年 2 月  15 年 28 年 不要 無 

美園配水池 平成 8 年 3 月  25 年 38 年 高 有 

富岸増圧ポンプ場 平成 9 年 3 月  24 年 37 年 低 無 

若草第二配水池 平成 7 年 3 月  26 年 39 年 高 有 

 

 

さらに、地方公営企業法施行規則別表第 2 号における総合償却する場合の耐用年

数を表 3-2 に示します。この耐用年数は物理的な寿命ではなく、経済的な価値の年

数であるが、一般的に更新の目安とされています。このことから、計画期間である

令和 15年度までに耐用年数を迎える主要施設は、登別温泉浄水場、低区配水池、幌

別浄水場等があります。 

表 3-2 総合償却の耐用年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

構築物又は機械及び装置 耐用年数 

取水設備、導水設備、浄水設備、排水設備及び橋りょう 58 年 

配水管及び配水管付属設備 38 年 

電気設備、ポンプ設備、薬品注入設備及び滅菌設備 16 年 

※経過年数は令和 2 年度末現在を基準とする。 
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4.2 管路（導水管・送水管・配水管） 

布設年度別配管延長及び現存管路を耐用年数で更新した場合の年度別管路延長を

図 3-4に示します。近年 10か年では平均約 4kmの工事（布設替え・新設）となって

いますが、今後 10年間で耐用年数を迎える管路を均等に布設替えすると年間約 9km

の工事が必要となります。配管工事としてはこれに加えて新設管の布設工事も行う

必要があり、事業量は増加する傾向です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 災害・危機管理対策 

近年、日本各地で、大規模な地震がたびたび発生しており、平成 30年 9月には北

海道胆振東部地震が発生し、水道施設は未曽有の被害を受け、大規模停電等による

広範囲・長期にわたる断水が生じています。水道施設には、地震や風水害等の自然

災害に対する安全性を確保するため、重要度に応じた耐震性能とともに、想定され

る災害に備えて十分安全な構造が求められます。また、停電、水質事故及びテロ等

の危機管理についても対策が必要であり、当市では自家発電設備等の施設整備に加

え、各種危機管理マニュアルを整備することにより対策を行っています。 

当市の水道事業では、これまで大きな地震被害は無いものの登別市地域防災計画

における想定震度は、当市北側の地域で震度 6 弱、南側の地域で震度 6 強とされて

いますが、類似事業体と比較して、施設の耐震化率が低いため、施設更新に合わせ

て、耐震化を進めていく必要があります。 

また、近年は、気象の変化により、局地豪雨が多発しています。当市においても、

局地豪雨となった場合、水道原水が、適切な浄水処理ができないほど高濁度となり、

取水停止を余儀なくされている状況です。今後も局地豪雨は増加していくと考えら

れますので、高濁度原水となった場合の適切な対応策を構築しなければなりません。 

これらのことから、安全かつ安心な水道水を将来にわたって安定的、継続的に供

給していくという水道事業に課せられた責務を果たすため、災害等による断水など

図 3-4 布設年度別配管延長と更新延長 
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を回避するため、主に次のような取組が必要となります。 

 

4.3.1 施設の耐震化 

主要施設である浄水場及び配水池等については、建設当時の設計基準と現在の

設計基準を比較して評価した耐震 1次診断を平成 27年度に実施しており、結果を

表 3-1に示しています。登別温泉浄水場、幌別浄水場とも建設年度が古く、耐震

性は低いと判断されます。なお、一部の配水池も耐震性が低いと判断されます。 

令和 2年度末における浄水場の浄水施設耐震化率は 0％、配水池耐震化率は

22％であり、類似団体と比較し、かなり低い状況となっていることから、耐震化

を含む「登別市水道施設整備計画」に基づき整備を進めていく必要があります。 

また、管路については、平成 11年度から更新工事時に大きな伸縮量と離脱防

止機構を備えた耐震管（ダクタイル鋳鉄管ＮＳ形継手、ＧＸ形継手）を採用し耐

震化率の向上に努めてきましたが、令和 2年度末で耐震化率は 6％程度と低いた

め、今後も引き続き計画的に更新することにより、震災時にも水道水を安定的に

供給できるように管路の耐震化を進めていく必要があります。 

 

4.3.2 バックアップ等の機能改善・強化 

施設の機能には、高い信頼性が必要であり、非常時においても住民の生活に著

しい支障をきたすことのないよう、主要施設にはバックアップ等の機能が求めら

れます。取水している水道原水のほとんどは表流水であるため、局地豪雨には高

濁度が発生し、浄水処理に支障を及ぼす状況です。このため、浄水施設には現状

に対する改善と予備的な能力を確保する必要があります。 

配水池の貯水能力については、「水道施設設計指針」（日本水道協会発刊）によ

ると、時間変動調整と事故対応のため、1 日最大給水量※16に対して 12 時間分以

上は必要とされており、当市では確保ができているが、ポンプによる送水や加圧

配水を行っていることから停電対策の検討を進める必要があります。 

また、水運用上のバックアップ機能として、管路における配水ブロック化※18

やバイパスルート等について検討を進めていますが、今後も、新たな緊急連絡管

整備について検討していく必要があります。 

 

5. 組織の見通し 

水道グループでは、これまでも登別市が策定した「登別市定員適正化計画」に従

って、水道事業職員も職員削減をおこなってきておりますが、今後においては、人

口減少に伴う料金収入の減少が見込まれる中で、水道施設の耐震化や更新などの対

応を行う必要があります。これらの業務には経験豊富な技術職員の確保や管理にか

かるノウハウの継承が重要であります。水道事業をこれからも安定して持続させる

ために、水道に精通した職員を育成するなどし、適正な組織体制作りを進める必要

があります。 
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第４章 経営の基本方針 

1. 経営の基本方針 

水道事業の経営にあたっては、「登別市水道事業ビジョン」に掲げた基本理念及び

理想像である「安全・強靭・持続」の視点に留意しつつ、利用者の皆様に対して安

定的な給水及び経営を目指すこととし、次のとおり、水道事業の「経営方針」を定

めます。 

 

1.1 「安全」に対する基本方針 

・毎年、水質検査計画を策定し、適切な水質検査を実施し、安全な水道水の提供と

適正な水質管理を行います。 

・水源から給水栓に至る各段階でのリスクを想定し、安全な水の供給を確実にする

ために策定した「水安全計画」に沿って、水道水の安全管理に努めます。 

 

1.2 「強靭」に対する基本方針 

・主要施設や基幹管路及び災害時に重要となる避難所や病院等への供給管路の耐震

化を進めます。 

・災害時の応急給水体制及び応急活動体制を構築します。 

 

1.3 「持続」に対する基本方針 

・水道料金の最適化に関する検討や未収金対策等を行うことにより、経営状況の改

善に努めます。 

・水道事業を適正に運営するために、職員の技術力の強化や適切な組織体制の構築

を行うとともに、経営の効率化、水道サービスの確保、危機管理体制の強化を図

るため、民間企業の技術力、ノウハウの活用を検討します。 

・水道の安全に関する情報や財政状況等を適切に情報公開するとともに、水道利用

者へのアンケートを実施するなど、水道サービスの向上に向けて取組みます。 

 

2. 経営戦略の主なつくりと各種期間 

2.1経営戦略の主なつくり 

平成 31年 3月 29日総務省策定の経営戦略策定・改定ガイドラインに基づき、施

設・設備投資の見通しである「投資試算」等の支出と財源の見通しである「財源試

算」の均衡を目指して「投資・財政計画」（収支計画）を見直すとともに、経営の効

率化と健全化等の取組についても必要な見直しを行い、反映させたものが経営戦略

となります。（図 4-1） 

 

2.2計画期間と試算期間 

「投資・財政計画」を計画期間と試算期間に区分し、前者については、令和 4年度

から令和 15年度までの 12年間、後者については、令和 16年度から令和 37年度まで
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の 22年間とします。 

また、本経営戦略策定期間である計画期間については、4 年毎に前期、中期、後期

に区分し、計画の見直し及び更新を行い、前期 4 年間の終了年度に、次年度以降 12

年間の計画を策定することとします。 

なお、試算期間における「投資・財政計画」については、性質上、短期間での見

直しは想定できないことから、一定期間経過後、必要に応じて見直し等を行うこと

とします。（図 4-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実現方策 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～R37 

登別市 
水道事業 
経営戦略 

             

広域化や民間の資金・ノウハウ

の活用等の推進に関する事項 
防災・安全対策 

に関する事項 
施設の延命化等の投資

に関する事項 

施設の廃止・統合（ﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞﾝ

ｸﾞ）に関する事項 
その他経営基盤強化に

関する事項 

効率化・経営健全化の取組 

経営戦略策定【イメージ】 

投資・財政計画（収支計画） 

投資以外の経費（修繕費・委託料・動力費等） 

投資試算（支出） 財源試算（収入） 

均衡を目指す 

図 4-1 経営戦略策定イメージ 

計画期間：１２年間（４年毎に経営戦略の検証） 

図 4-2 各種計画期間 

前期 中期 後期 

見直し 見直し 見直し 

試算期間 

投資・財政計画 
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投資・財政計画（収支計画） 

 

1. 投資・財政計画（収支計画）  

1.1 収支計画と具体的な推計方法 

令和 4年度から令和 15年度までの 12年間分の投資・財政計画を巻末の別紙 2及

び別紙 3に示します。 

なお、各費目の推計方法は、表 5-1から表 5-4に示すとおりとします。 

 

表 5-1 収益的収入額の推計方法 

費目 推計方法 

料金収入 「供給単価
※19

×年間総有収水量」で設定する。 

受託工事収益 
他会計補助金 
その他 

過去の実績値の平均値が R4 以降、一定に推移するものとする。 

長期前受金戻入 登別市水道施設整備計画に基づき設定する。 

 

表 5-2 収益的支出額の推計方法 

費目 推計方法 

営業費用 
 職員給与費 

R3 予算額が R4 以降、一定に推移するものとする。 
遠隔監視に伴う削減を一部見込む。 

動力費 「動力費単価×年間総給水量」で設定する。 

修繕費 過去の実績値の平均値に計画的な漏水対策等の費用を加えて算出する。 

資産減耗費 
減価償却費 登別市水道施設整備計画に基づき設定する。 

支払利息 
既借入分の確定している支払利息に、新規分を加えて算出する。新規分については
以下の通りに設定した。 
・半年賦元利均等償還 ・年利率 2％ ・償還年数 40 年 

その他 過去の実績値の平均値が R4 以降、一定に推移するものとする。 

 

表 5-3 資本的収入額の推計方法 

費目 推計方法 

企業債※6 企業債対象事業に相当する費用で設定する。 

他会計補助金 R3 予算額が、R4 以降一定に推移するものとする。 

国（都道府県）補助金 現時点における要望額を見込む。 

工事負担金 過去の実績値の平均値が R4 以降、一定に推移するものとする。 

 

表 5-4 資本的支出額の推計方法 

費目 推計方法 

建設改良費 

工事請負費 
登別市水道施設整備計画に基づき設定する。 

企業債償還金 
既借入分の確定している償還金に、新規分を加えて算出する。新規分については以
下の通りに設定した。 
・半年賦元利均等償還 ・年利率 2％ ・償還年数 40 年（据置期間 5 年を含む） 

その他 R4 以降、予備費 5,000 千円とする。 
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1.2収支計画のうち投資についての説明 

投資については、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクルコスト全体

にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営することが不可欠であり、今後

の更新改良工事にあたっては、投資の合理化を踏まえた試算を行っていくことが必

要です。 

このため、将来にわたって安定的に事業を継続していくために必要となる施設・

設備等に関する投資の見通しを試算した計画については、アセットマネジメント※1

の観点から中長期的な経営を視野に入れて策定した「登別市水道施設整備計画」に

基づいて設定します。 

  

1.2.1施設整備計画方針 

「登別市水道施設整備計画」に基づき健全な経営状況が維持できるよう配慮し、

施設毎の重要度から整備の順位を決定します。なお、給水量の状況や市街地の形

成変化等を考慮し、全体計画は、40 年とし、4 期に分けて取り組みます。なお、

概ね 10年毎に見直しを行います。 

 

① 浄水場 

浄水場の整備については、経年化、水運用及び経営面の 3 つの観点で検証した

整備方針は、次のとおりとします。 

なお、浄水場については、最も優先的に整備が必要であることから、整備内容

を検討した上で、計画期間における早い時期に整備を進めます。 

➢ 昭和 37年から供用を開始している幌別浄水場は、経年劣化が進んでいますが、

室蘭市千歳浄水場から水運用の面でのバックアップが可能であるため、当面は

全面更新を行わずに延命化による最小限の整備に留めます。 

➢ 昭和 41 年から供用を開始している登別温泉浄水場は、これまでに部分的な改

修を行ってきましたが、経年劣化が進んでおり機能停止は、即断水につながる

ため、施設を強化する観点から、耐震化を前提に全面更新とします。 

➢ 整備の順序は、経年化と経営面を考慮して、幌別浄水場の延命化事業を先行し、

その後に、登別温泉浄水場の全面更新とします。 

➢ 延命化事業後の幌別浄水場の整備方針については、昭和 42 年から供用を開始

している室蘭市千歳浄水場のあり方と経営面を考慮し、長期的な視点でさまざ

まな手法を検討して決定します。 

 

② 配水池・ポンプ場 

配水池及びポンプ場は、ダウンサイジング※20を考慮した施設の統廃合や廃止、

さらに延命化等を考慮した既存施設の耐震化について決定する必要があります。 

管路を除く主要施設は、現地調査や既存資料より行う耐震 1次診断（簡易診断）

を実施していますが、具体的に耐震補強の必要性の有無や補強内容については、耐
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震 2次診断（詳細耐震診断）を実施しなければ明らかにならないことから、各施設

の耐震化の優先順位が高いものから耐震 2次診断を実施し、その後、耐震補強が必

要とされる施設について整備を進めます。 

なお、整備時期については、整備が優先される浄水場の更新費用が高額になる

ことから、計画期間の後年次に実施することとし、統廃合等に関しては、これらが

可能となる時期に必要な管路整備を行ったうえで実施します。 

 

③ 管路 

管路は、水道施設の大半を占めているため（注 1）、中長期的な経営状況等を踏まえ、

様々な視点から優先順位を決定し整備を進めます。 

また、優先順位にしたがい各年度の事業費が平準化になるようにします。 

なお、登別市水道施設整備計画で検証した内容と採用した整備方針を表 5-5 に

示します。 

（注 1）令和 2 年度末管路資産額割合：5,693 百万円(管路資産額)/7,857 百万円(総資産額)×100≒72％ 

 

表 5-5 管路改良工事の検討パターン 

 

1.2.2計画的な施設整備 

本経営戦略に用いる施設整備については、将来の水需要、施設の課題、経営面

の課題等を反映させた「登別市水道施設整備計画」としています。 

このため、これに基づいて令和 4年度から令和 15年度までの 12年間について

整備計画を具体的に表 5-6に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 パターン-1 パターン-2 パターン-3 

R3 まで 
幌別浄水場の改修、登別温泉浄水場の全面更新を実施するため、管路改良工事費用は

登別市水道事業ビジョン策定時に設定した 6 か年で 575 百万円の工事を見込む。 

R4 以降 

R27 までに H13 以前に布設

された管路を全て更新す

る。 

【40 年以内に更新】 

R37 までに H13 以前に布設

された管路を全て更新す

る。 

【50 年以内に更新】 

R47 までに H13 以前に布設

された管路を全て更新す

る。 

【60 年以内に更新】 

総合評価 × △ 〇（採用） 
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表 5-6 登別市水道施設整備計画及び事業費 

施設名称 
前期 

（R4～R7） 

中期 

（R8～R11） 

後期 

（R12～R15） 

幌 別 浄 水 場 － － － 

登 別 温 泉 浄 水 場 

 

○建築構造物 

○機械設備 

○電気設備 

○場内外構整備 

 

 

○旧浄水場解体 

○取水施設耐震診断及

び耐震補強設計 

○取水施設耐震補強 

 

－ 

配  水  池 

 

○耐震 2 次診断調査 

（高区配水池等） 

○耐震補強 

（千歳配水池） 

 

○耐震 2 次診断調査 

（中区配水池等） 

○解体 

（幌別配水池等） 

○耐震補強設計 

（高区配水池等） 

 

○耐震補強 

（中区配水池等） 

 

 

 

ポ  ン  プ  場 － 

 

○解体（新生ポンプ場

等） 
－ 

管路（導・送・配水管） 
 

○改良・耐震化  

 

○改良・耐震化  

 

○改良・耐震化  

事 業 費 （ 百 万 円 ） 

 

4,176 

 

 

1,926 

 

 

1,878 

 

（注 1）事業費は、調査、設計及び工事費等を含みます。 

（注 2）φ50mm 以下の配水管は、更新対象外とし、都度の修繕対応とします。 
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1.3収支計画のうち財源についての説明 

収益的収入は「営業収益」と「営業外収益」の 2つに区分されます。 

「営業収益」は水道料金の収入がその大部分を占めており、その他消火栓等受託

工事に関する収入及び下水道事業会計から委託されている下水道使用料の賦課徴収

に伴う収入です。 

「営業外収益」は営業活動に従事している水道職員に支給する児童手当の一般会

計負担分に関する他会計補助金、検満メーターの売却収入である不用品売却収益の

ほか、平成 26年度の地方公営企業法改正によって、以前の補助金収入見合い分の減

価償却を行うこととなったため、同額を長期前受金戻入として処理しています。 

一方、資本的収入は、「企業債※6」、「他会計補助金」及び「工事負担金」が主な内

容となっており、「企業債」は建設改良費の主な財源で、「他会計補助金」は、投資

活動に従事している水道職員に支給する児童手当の一般会計負担分、「工事負担金」

は北海道を含む他事業に関連して工事を行わなければならない時の他事業負担金で

あり、収入のほとんどが、「企業債」収入です。 

 

1.4収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

投資以外の経費は「収益的支出」です。 

収益的支出は「営業費用」と「営業外費用」の 2つに区分されます。営業費用は、

職員給与費並びに各施設等の動力費、薬品費、修繕費及び室蘭市千歳浄水場の共同

利用に伴う管理委託料、減価償却費及び資産の除却に伴う資産減耗費などです。 

また、営業外費用のそのほとんどは、毎年度建設改良事業の財源として借り入れ

た企業債の支払利息です。 

 

1.5投資・財政計画に関する考察 

表 5-7の収益的収支において、水道料金収入の減少に伴い、営業収益は減少する反

面、施設整備に伴う減価償却費や支払利息の増加などにより、令和 10 年度からは毎

年度に当期純損失が生じる見込みです。 

また、資本的収支において、必要な施設投資には企業債を活用し、できるだけ建設

改良積立金や減債積立金などの補てん財源を残しながらの運営を行っていきますが、

補てん財源残高も令和 13 年度には底をつき、計画期間最終年度においての累積財源

不足は、2億 745万 9千円となる見込みです。 

なお、補てん財源残高については、短期的及び中長期的な資金需要と緊急的な資金

需要を加味し、3 億円程度を確保しておくのが望ましいと考えておりますが、令和 9

年度で確保できなくなる見込みです。 

以上のことから、早期に対策を講じる必要性は低いものの、令和 9年度までには対

策を講じなければならないと考えられます。 
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表 5-7 投資・財政計画（概要版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益的収支
（単位：千円）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度

966,189 959,613 947,111 938,026 927,124 919,530 906,229 896,236 886,243 877,626 864,439 854,446

38,390 46,933 49,337 48,484 47,639 46,545 45,875 44,862 43,582 42,717 42,490 42,156

1,004,579 1,006,546 996,448 986,510 974,763 966,075 952,104 941,098 929,825 920,343 906,929 896,602

906,835 898,180 886,426 877,125 868,922 861,197 861,340 858,024 861,413 841,953 841,334 838,379

69,860 91,921 98,639 99,930 103,011 104,742 105,740 106,889 107,220 109,020 110,039 110,746

976,695 990,101 985,065 977,055 971,933 965,939 967,080 964,913 968,633 950,973 951,373 949,125

27,839 16,400 11,338 9,410 2,785 91 ▲ 15,021 ▲ 23,860 ▲ 38,853 ▲ 30,675 ▲ 44,489 ▲ 52,568

資本的収支
（単位：千円）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度

1,433,000 635,000 341,000 393,000 298,000 244,000 254,000 200,000 266,000 215,000 192,000 195,000

補助金 343,576 93,826 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576

20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849

1,797,425 749,675 362,425 414,425 319,425 265,425 275,425 221,425 287,425 236,425 213,425 216,425

2,125,390 960,866 598,666 675,666 576,666 492,666 570,666 470,666 580,666 514,666 481,666 485,666

341,092 331,232 327,366 314,497 296,076 277,443 252,165 232,601 223,737 200,991 194,267 180,118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,466,482 1,292,098 926,032 990,163 872,742 770,109 822,831 703,267 804,403 715,657 675,933 665,784

▲ 669,057 ▲ 542,423 ▲ 563,607 ▲ 575,738 ▲ 553,317 ▲ 504,684 ▲ 547,406 ▲ 481,842 ▲ 516,978 ▲ 479,232 ▲ 462,508 ▲ 449,359

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度

0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,267 20,762 3,192

648,026 634,521 535,995 434,335 333,165 265,328 167,339 105,652 17,347 ▲ 21,506 ▲ 86,448 ▲ 151,699

5,690,894 5,994,662 6,008,296 6,086,799 6,088,723 6,055,280 6,057,115 6,024,514 6,066,777 6,080,786 6,078,519 6,093,401

補てん財源不足額

補てん財源残高

企業債残高

企業債償還金

その他

支出計

収入支出差引額

企業債

工事負担金

収入計

建設改良費

営業外費用

支出計

純損益

営業収益

営業外収益

収入計

営業費用
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2. 投資・財政計画（収支計画）未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

投資・財政計画において、令和 10年度以降は当期純損失が生じ、補てん財源残高

も令和 9 年度には 3 億円を下回る見込みであり、健全な事業運営を行うことが困難

になってしまうことから、次の検討を行います。 

 

2.1 投資についての検討状況等 

2.1.1 民間活力の検討 

当市では、行政が担うべき役割を検討し、民間が担うべきもの、担うことが可

能なものについては、積極的に民間活力を導入することとしています。 

水道室では、市の考え方に基づき、業務に関する技術継承を勘案しながら、民

間の有する専門性や機動性、ノウハウを生かし、より質の高いサービスを低いコ

ストで提供できるよう民間委託等の導入について検討を行います。 

 

2.1.2 広域化への取組の推進 

市内の水道用水の供給の約 4割については、室蘭市千歳浄水場を室蘭市と共同

使用しており、事業の効率化を図っているところです。今後は、給水収益が減少

し、限られた職員数で事業運営を行わなければならないことが予想されますので、

さらなる事業運営の効率化が求められるため、広域化の取り組みについて慎重に

検討を行います。 

水道の広域化では、料金収入の安定化やサービス水準の格差是正、施設余剰能

力の有効活用、災害・事故等の緊急時対応強化（水源の複数化、バックアップ機

能の強化）等の大きな効果が期待できます。また、人材、資金、施設、情報、水

資源等経営資源の共有化と効率的活用、スケールメリットを生かした事業運営に

より、運営基盤の向上と利用者へのサービスを安定的に提供することが可能とな

ります。このため、今後は、次の取組について検討を行います。 

➢ 近隣事業体との施設の共同化 

➢ 各業務部門に関するソフト連携・共同化 

➢ 水道地域別会議等への参加 

➢ 近隣事業体との情報交換 

 

2.1.3 投資効果の検証 

施設整備の効果については、水道事業ガイドライン※23に基づく業務指標（PI）

等を用いて検証します。なお、効果の検証については、以下に示す 3 つの時点で

の施設整備等の効果を検証します。 

➢ 令和 7年度時点（前期目標年度） 

➢ 令和 11年度時点（中期目標年度） 

➢ 令和 15年度時点（後期目標年度） 
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① 経年化に関する指標と効果 

経年化に関する指標への施設整備等の効果を表 5-8 に示す。経年管路率は、高

度経済成長期以降に整備した管路の多くが更新時期を迎えているため、年々上昇し

ている。しかし、施設整備等を進めることで、各施設整備率は向上し、配水管整備

率については令和 15年度時点で 17.5%の見込みです。 

表 5-8 経年化に関する指標 

 

② 耐震化に関する指標と効果 

耐震化に関する指標への施設整備等の効果を表 5-9 に示す。耐震性を有する施

設へ整備を進めることで、各施設耐震化率は向上し、配水池耐震化率については令

和 15年度時点で 80.8%の見込みです。 

表 5-9 耐震化に関する指標 

 

2.2 財源についての検討状況 

2.2.1 水道料金の改定 

投資・財政計画において、令和 9 年度までは当期純利益を確保できるものの、

令和 10年度以降は毎年度に当期純損失が生じる見込みです。また、補てん財源に

ついても減少傾向であり、令和 9 年度には、健全な事業運営を行う上で必要と見

込まれる 3億円を下回り、令和 13年度には底をつく見込みです。 

このことから、事業を運営していく上で必要な補てん財源は、令和 8 年度まで

は確保出来る見込みであるため、直近で水道料金の改定を行う必要性は低いと言

えますが、将来的に厳しい状況となることが予測されることから、水道事業を将

指標 計算式 現況 
前期 

（R7） 

中期 

（R11） 

後期 

（R15） 

取水施設整備率（％） 
整備済取水施設の 1 日最大取水量(㎥/日)/全取

水施設の 1 日最大取水量(㎥/日)×100 
3.2 3.2 23.8 23.8 

導水施設整備率（％） 
整備済導水管路延長(m)/導水管路総延長(m)×

100 
9.2 9.2 9.2 9.2 

浄水施設整備率（％） 
整備済浄水施設能力(㎥/日)/全浄水施設能力

(㎥/日)×100 
28.7 54.6 54.6 54.6 

送水施設整備率（％） 
整備済送水管路延長(m)/送水管路総延長(m)×

100 
10.6 10.6 34.6 34.6 

配水池整備率（％） 
整備済配水池容量(㎥)/配水池総容量(㎥)×100 

 
0.0 15.3 41.2 56.2 

配水管整備率（％） 
整備済配水管路延長(m)/配水管路総延長(m)×

100 
3.7 7.5 12.5 17.5 

指標 計算式 現況 
前期 

（R7） 

中期 

（R11） 

後期 

（R15） 

取水施設耐震化率（％） 
耐震化済取水施設の 1 日最大取水量(㎥/日)/全

取水施設の 1 日最大取水量(㎥/日)×100 
3.2 3.2 23.8 23.8 

導水管路耐震化率（％） 
耐震化済導水管路延長(m)/導水管路総延長(m)

×100 
19.9 19.9 19.9 19.9 

浄水施設耐震化率（％） 
耐震化済浄水施設能力(㎥/日)/全浄水施設能力

(㎥/日)×100 
0.0 27.3 27.3 27.3 

送水管路耐震化率（％） 
耐震化済送水管路延長(m)/送水管路総延長(m)

×100 
25.4 25.4 45.4 45.4 

配水池耐震化率（％） 
耐震化済配水池容量 (㎥ )/配水池総容量

(㎥)×100 
22.1 37.9 65.8 80.8 

配水管路耐震化率（％） 
耐震化済配水管路延長(m)/配水管路総延長(m)

×100 
6.6 10.0 14.6 19.1 
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来にわたって持続可能なものとし、健全な経営を行うために、前回の策定期間か

ら引き続き、以下のルールに基づき、定期的に料金改定の必要性について検証し

ていきます。 

 

①改定周期について 

水道事業経営戦略の見直し、更新に併せて、料金改定の必要性を検証した上

で、料金の改定作業を行います。改定作業を行った翌年度を周知期間として設

け、さらにその翌年度に料金を改定することとします。 

 

②改定作業の実施方法 

同じ周期で見直し、更新を行う経営戦略に基づき、対象期間の試算値により、

改定の必要性を検証します。必要性を検証するにあたっては、「純損益※21」と

「補てん財源残高※22」を判定基準とし、対象期間において、「純損益」がマイ

ナスとなることが見込まれる場合、又は「補てん財源残高」が事業経営に大き

な影響を及ぼす金額（これを「必要補てん財源残高」とする。）を定め、これ

を下回る場合に改定が必要と判定することとします。 

 

 

2.2.2 料金未納者対策 

これまで第 2 章の 6.6、料金未納者対策に記載しました取組を行ってきました

が、この方法にも限界があり、特に次のようなケースには対応を苦慮していると

ころです。 

➣止水栓が屋内にあって給水停止ができない者 

➣市外転出等により、給水停止対象の水道を持たない者 

今般、これらの未納者に対する納付を促す手段として、裁判所に申し立てを行

い、未納者への債権の支払いを命じる「支払督促申立」を新たな取組として行う

とともに、必要に応じてこれまでの取組の見直し等を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

【支払督促申立に係る今後の方針】       

未納者対策の一つとして、以下の要件で支払督促申立を実施します。（図 5-1） 

 

 
図 5-1 支払督促申立に係るフロー 

 

2.3 投資以外の経費についての検討状況等 

今後、水道施設の計画的な更新を行うことにより、老朽化施設の修繕費を抑制す

るとともに、更新の際には、高効率型ポンプ等の省エネルギー対策機器の選定や太

陽光発電・小水力発電等の再生可能エネルギー導入について検討を進め電力量の削

減に努めます。 

また、登別温泉浄水場の更新においては、遠隔運転監視が可能な運転方式を採用

しており、施設の無人化による人件費の削減に努めます。 

 

 

 

 

納期限日を過ぎても納付なし

督促状の納期限日を過ぎても納付なし
訪問にも反応なし

記載した納期限日までの
納付や相談等なし

給水停止できないもの
下水道使用料未納分

水道料金未納分 （滞納処分）
給水停止できるもの

記載した納期限日までの
納付や相談等なし

記載した納期限日までの
納付や相談等なし

確定後に
強制執行(差押)

支払督促申立に係るフロー

水道料金
下水道使用料　未納

督促状・訪問徴収

催告状送付

現状、水道Ｇでは
対応不可

下水道Ｇの債権として、
処分を行うことが必要

給水停止予告書
（黄色紙）送付

給水停止執行通知書
（赤紙）送付

財産調査
(勤務先・預貯金など)

給水停止執行等

支払督促申立

強制執行（差押）

止 水 栓 が 屋 内 に あ る 者

市 外 転 出 者 等
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指標 計算式

経常収支比率（%） [（営業収益（千円）＋営業外収益（千円））/（営業費用（千円）＋営業外費用（千円））]×100

累積欠損金比率（%） 当年度未処理欠損金/（営業収益－受託工事収益）×100

流動比率（%） 流動資産/流動負債×100

施設利用率（%） 1日平均配水量/1日配水能力×100

有収率（%） 年間総有収水量/年間総配水量×100

企業債残高
対給水収益比率（%）

企業債現在高合計/給水収益×100

料金回収率（%） （供給単価（円/m
3
）/給水原価（円/m

3
））×100

給水原価（円/m3）
[経常費用（千円）－（受託工事費（千円）＋材料及び不要品売却原価（千円）＋附帯事業費（千円））]/

有収水量（千m
3
）

指標 計算式

有形固定資産
減価償却率（%）

有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100

管路経年化率（%） 法定耐用年数を経過した管路延長/管路延長×100

管路更新率（%） 当該年度に更新した管路延長/管路延長×100

第５章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

 事後検証については、経営比較分析表に示す表 6-1、表 6-2 の各指標について行う

こととし、毎年度の決算終了後に、投資・財政計画と決算値との比較を行い、乖離が

発生した理由等の分析を行います。そのうえで、利用者の皆様に広報のぼりべつ等を

通じて公表するとともに、市議会に対しても適宜情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本経営戦略で掲げた計画や取組を確実に実施するためにＰＤＣＡサイクルに

基づき、必要に応じて 4年ごとに計画、実施、検証、計画の見直しを行います。 

なお、検証にあたっては、業務指標（ＰＩ）を有効活用し、第三者から見ても評価

できるよう配慮します。 

  

 

 

 

 

 

 

            図 6.1 ＰＤＣＡサイクル概念図 

 

今後、水道事業を取り巻く環境の変化は困難が想定されるが、これらを的確にとら

えて適切に事業計画を見直し、水道事業の健全化と安心で安全な水道水を安定的に供

給することに努めてまいります。 

 

Action 

・計画見直 

・改善計画 

Check 

・要因分析  

・効果検証  

Do 

・計画実行  

・管理運営  

Plan 

・計画策定 

・目標策定 

表 6-1 経営の健全性・効率性に関する指標 

表 6-2 老朽化の状況に関する指標 
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１ 用語解説 

 

※１ アセットマネジメント 

中長期的な視点に立ち水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ

効果的に水道施設を管理運営することが必要不可欠であることから、これらを組

織的に実践する活動のこと。 

 

※２ 計画給水人口 

水道事業経営の認可に係わる事業計画において定める給水人口 

 

※３ 水道普及率 

行政区域内人口にしめる現在給水人口の割合 

 

※４ 現在給水人口 

給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口 

 

※５ 公的資金補償金免除繰上償還 

地方公共団体等が過去に借り入れた高金利（年利 5％以上）の公的資金（旧資

金運用部資金・旧簡易生命保険資金・旧公営企業金融公庫資金）について補償金

を支払わずに繰上償還できる国の制度で平成 19 年度に平成 21 年度までの臨時特

例措置として設けられたもの。 

本来、地方公共団体等が公的資金を任意で繰上償還する際には、繰上償還に伴

って生じる貸し手の利息収入損失に応じて補償金支払う必要があるが、この特例

措置により、補償金を支払わずに繰上償還を行うことが可能であった。 

 

※６ 企業債 

地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために起こす地方

債 

 

※７ 有収率 

年間配水量に対する年間の有収水量の割合を表すもので、次式により算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

×１００

年間総有収水量（ｍ
３
）

年間総配水量（ｍ３）
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×１００

経常収益（円）

経常費用（円）

１日平均配水量（ｍ
３
）

×１００

1日配水能力（ｍ３）

※８ 経常収支比率 

経営費用（営業費用＋営業外費用）に対する経常収益（営業収益+営業外収益）

の割合を表すもので、次式により算出する。 

 

 

 

 

※９ 流動比率 

流動負債に対する流動資産の割合を表すもので、次式により算出する。 

 

 

 

 

※10 料金回収率 

給水に係る費用（給水原価）が、どの程度給水収益（供給単価※19）で賄えてい

るかを表すもので、次式により算出する。 

      

 

 

 

 

※11 給水原価 

有収水量 1ｍ３あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表すもの

で、次式により算出する。 

 

 

 

 

 

※12 施設利用率 

1 日配水能力に対する 1 日平均配水量の割合を表すもので、次式により算出す

る。 

 

 

 

 

 

 

×１００

流動資産（円）

流動負債（円）

供給単価（円）

給水原価（円）

×１００

経常費用（円）－（受託工事費用＋材料及び不用品売却原価＋付帯事業費）（円）－長期前受金戻入（円）

年間総有収水量（㎥）
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※13 有形固定資産減価償却率 

有形固定資産の帳簿原価に対する有形固定資産減価償却累計額の割合を表す

もので、次式により算出する。 

 

 

 

 

※14 管路経年化率 

管路延長に対する法定耐用年数を経過した管路延長の割合を表すもので、次式

により算出する。 

      

 

 

 

 

※15 管路更新率 

管路延長に対する当該年度に更新した管路延長の割合を表すもので、次式によ

り算出する。 

 

 

 

 

※16 1日最大給水量 

年間の 1日給水量のうち最大のもの 

 

※17 1日平均給水量 

年間総給水量を年日数で除したもの 

 

※18 配水ブロック化 

配水区域を適当な広さに分割し、そのブロックごとに流量監視などで配水圧を

適正化するとともに、工事、事故被害等の局所化（リスクの低減）を図るもの。 

 

※19 供給単価 

有収水量 1ｍ３あたりについて、どれだけの収益を得ているかを表すもので、

次式により算出する。 

 

 

 

当該年度に更新した管路延長

×１００

管路延長

有形固定資産減価償却累計額

×１００

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価

法定耐用年数を経過した管路延長

×１００

管路延長

給水収益（円）

年間総有収水量（ｍ３）
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※20 ダウンサイジング 

施設の規模を小さくすること。これにより、建設費用及び維持管理費用の削減

や維持管理の効率化を図る。 

 

※21 純損益 

一定期間における総収益と総費用との差額であり、１会計期間における純損益

は「当期純利益」または「当期純損失」として表される。 

 

※22 補てん財源残高 

資本的収入が資本的支出に不足する場合にその不足額を補てんする、当該企業

内部に留保された資金財源。具体的には建設改良積立金、減債積立金及び当年度

損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額のこと。 

 

※23 水道事業ガイドライン（業務指標） 

水道事業の事業活動全般を分析・評価するための各種規格を総合的に考慮し、

水道事業の定量化（数値化）によるサービス水準の向上のため、平成 17 年 1 月

に日本水道協会の規格として制定されたもの。 
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別紙 1 

法適用 水道事業 末端給水事業 A5 非設置

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

経営比較分析表
北海道　登別市

グラフ凡例 ： ■ 当該団体値（当該値） － 類似団体平均値（平均値） 【】 令和元年度全国平均

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

人口（人） 面積(km 2) 人口密度(人/km 2)

47,608 212.21 224.34

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

- 45.80 98.68 4,822

現在給水人口(人) 給水区域面積(km 2) 給水人口密度(人/km 2)

46,555 19.01 2,448.97

1. 経営の健全性・効率性

2. 老朽化の状況

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.53 0.37 0.50 0.53 0.71

平均値 0.56 0.61 0.51 0.58 0.54

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

125.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 112.41 113.69 107.62 105.00 122.95

平均値 109.64 110.95 110.68 110.66 109.01

41.00

42.00

43.00

44.00

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 43.97 45.23 46.07 46.82 47.67

平均値 45.75 46.90 47.28 47.66 48.17

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 4.79 4.38 3.79 11.68 16.13

平均値 10.54 12.03 12.19 15.10 17.12

①経常収支比率(％)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 3.62 3.91 3.56 2.74 3.70

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 166.32 165.03 155.10 148.55 149.92

平均値 371.31 377.63 357.34 366.03 365.18

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 521.05 512.94 531.84 552.78 471.12

平均値 373.09 364.71 373.69 370.12 371.65

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 109.14 110.87 104.06 101.69 120.20

平均値 99.99 100.65 99.87 100.42 98.77

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 194.55 191.63 204.22 210.22 205.09

平均値 171.15 170.19 171.81 171.67 173.67

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 79.62 77.96 76.14 77.07 77.10

平均値 58.53 59.01 60.03 59.74 59.67

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 85.00 86.87 88.23 84.14 85.03

平均値 85.26 85.37 84.81 84.80 84.60

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【112.01】 【1.08】 【264.97】 【266.61】

【89.80】【60.00】【168.38】【103.24】

【49.59】 【19.44】 【0.68】
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別紙２ 
様式第２号（法適用企業・収益的収支）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 R2 R3

区　　　　　　分 決 算 予 算

１． (A) 982,041 985,850 966,189 959,613 947,111 938,026 927,124 919,530 906,229 896,236 886,243 877,626 864,439 854,446
(1) 947,183 945,895 924,837 918,261 905,759 896,674 885,772 878,178 864,877 854,884 844,891 836,274 823,087 813,094
(2) (B) 14,737 17,927 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804
(3) 20,121 22,028 21,548 21,548 21,548 21,548 21,548 21,548 21,548 21,548 21,548 21,548 21,548 21,548

２． 42,043 33,980 38,390 46,933 49,337 48,484 47,639 46,545 45,875 44,862 43,582 42,717 42,490 42,156
(1) 240 336 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

240 336 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456
(2) 38,603 33,049 35,875 44,418 46,822 45,969 45,124 44,030 43,360 42,347 41,067 40,202 39,975 39,641
(3) 3,200 595 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059

(C) 1,024,084 1,019,830 1,004,579 1,006,546 996,448 986,510 974,763 966,075 952,104 941,098 929,825 920,343 906,929 896,602
１． 769,208 855,087 906,835 898,180 886,426 877,125 868,922 861,197 861,340 858,024 861,413 841,953 841,334 838,379
(1) 131,899 160,837 160,837 160,837 145,237 145,237 145,237 145,237 145,237 145,237 145,237 145,237 145,237 145,237
(2) 269,828 316,810 362,784 358,955 316,839 310,556 301,674 293,369 294,781 289,719 295,731 273,484 270,701 264,339

21,788 27,695 23,020 22,830 27,400 27,100 26,720 26,430 26,080 25,670 25,300 24,890 24,560 24,110
37,501 46,488 47,003 44,703 43,803 43,803 43,803 43,803 42,803 42,803 42,803 29,503 32,803 29,503
25,979 14,898 92,068 92,068 25,956 31,346 24,416 18,536 23,996 16,996 24,696 20,076 17,766 18,046

173,248 214,624 187,533 186,104 212,700 201,297 199,725 197,570 194,862 197,210 195,892 191,985 188,532 185,660
(3) 367,481 377,440 383,214 378,388 424,350 421,332 422,011 422,591 421,322 423,068 420,445 423,232 425,396 428,803

２． 65,141 70,667 69,860 91,921 98,639 99,930 103,011 104,742 105,740 106,889 107,220 109,020 110,039 110,746
(1) 65,126 64,758 64,638 86,699 93,417 94,708 97,789 99,520 100,518 101,667 101,998 103,798 104,817 105,524
(2) 15 5,909 5,222 5,222 5,222 5,222 5,222 5,222 5,222 5,222 5,222 5,222 5,222 5,222

(D) 834,349 925,754 976,695 990,101 985,065 977,055 971,933 965,939 967,080 964,913 968,633 950,973 951,373 949,125
(E) 189,735 94,076 27,884 16,445 11,383 9,455 2,830 136 ▲ 14,976 ▲ 23,815 ▲ 38,808 ▲ 30,630 ▲ 44,444 ▲ 52,523
(F) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(G) 6 100 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
(H) ▲ 6 ▲ 98 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 45

189,729 93,978 27,839 16,400 11,338 9,410 2,785 91 ▲ 15,021 ▲ 23,860 ▲ 38,853 ▲ 30,675 ▲ 44,489 ▲ 52,568
(I) 30,675 75,164 127,732
(J) 1,096,736 1,053,837 963,579 858,005 733,523 600,517 474,931 388,558 251,552 164,030 36,036 ▲ 48,982 ▲ 131,999 ▲ 205,805

1,001,783 957,977 867,029 761,455 636,973 503,967 378,381 292,008 155,002 67,480 ▲ 60,514 ▲ 145,532 ▲ 228,549 ▲ 302,355
97,722 97,722 97,722 97,722 97,722 97,722 97,722 97,722 97,722 97,722 97,722 97,722 97,722 97,722

876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
▲ 3,675 ▲ 2,738 ▲ 2,048 ▲ 2,048 ▲ 2,048 ▲ 2,048 ▲ 2,048 ▲ 2,048 ▲ 2,048 ▲ 2,048 ▲ 2,048 ▲ 2,048 ▲ 2,048 ▲ 2,048

(K) 710,452 712,316 717,388 707,528 703,662 690,793 672,372 653,739 628,461 608,897 600,033 577,287 570,563 556,414
336,154 336,156 341,092 331,232 327,366 314,497 296,076 277,443 252,165 232,601 223,737 200,991 194,267 180,118

455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
10,943 12,805 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941

290,633 290,633 290,633 290,633 290,633 290,633 290,633 290,633 290,633 290,633 290,633 290,633 290,633 290,633
72,267 72,267 72,267 72,267 72,267 72,267 72,267 72,267 72,267 72,267 72,267 72,267 72,267 72,267

( I )
(A)-(B)

(L) 6,371 150,022 231,830 349,124 448,024 515,019 596,250

(M) 967,304 967,923 946,385 939,809 927,307 918,222 907,320 899,726 886,425 876,432 866,439 857,822 844,635 834,642

0.7% 16.9% 26.5% 40.3% 52.2% 61.0% 71.4%

(N)

(O)

(P)

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
経 費

動 力 費
修 繕 費
資 産 減 耗 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 現 金 預 金
う ち 未 収 金
う ち 貯 蔵 品
う ち そ の 他

流 動 負 債
う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 前 受 金
う ち 引 当 金
う ち 未 払 金
う ち そ の 他

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に より 算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

投資・財政計画

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 4 9 15

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出
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※区分番号については、該当項目のみ表示 

 

別紙３ 様式第２号（法適用企業・資本的収支）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 R2 R3

区　　　　　　分 決 算 予 算

１． 282,800 565,375 1,433,000 635,000 341,000 393,000 298,000 244,000 254,000 200,000 266,000 215,000 192,000 195,000
３． 368 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
６． 29,506 102,439 343,000 93,250
８． 54,932 33,300 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849 20,849

(A) 367,606 701,690 1,797,425 749,675 362,425 414,425 319,425 265,425 275,425 221,425 287,425 236,425 213,425 216,425

(B)

(C) 367,606 701,690 1,797,425 749,675 362,425 414,425 319,425 265,425 275,425 221,425 287,425 236,425 213,425 216,425
１． 543,344 931,734 2,125,390 960,866 598,666 675,666 576,666 492,666 570,666 470,666 580,666 514,666 481,666 485,666

277,266 662,604 1,897,524 733,000 370,800 447,800 348,800 264,800 342,800 242,800 352,800 286,800 253,800 257,800
２． 321,579 336,156 341,092 331,232 327,366 314,497 296,076 277,443 252,165 232,601 223,737 200,991 194,267 180,118
５． 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

(D) 864,923 1,272,890 2,471,482 1,297,098 931,032 995,163 877,742 775,109 827,831 708,267 809,403 720,657 680,933 670,784

(E) 497,317 571,200 674,057 547,423 568,607 580,738 558,317 509,684 552,406 486,842 521,978 484,232 467,508 454,359

１． 41,973 89,025 207,931 91,479 55,259 62,959 53,059 44,659 52,459 42,459 53,459 46,859 43,559 43,959
３． 354,858 359,289 439,407 426,038 403,484 406,709 401,303 397,097 401,958 397,717 404,074 403,106 403,187 407,208
４． 100,486 122,886 26,719 29,906 109,864 111,070 103,955 67,928 97,989 46,666 64,445

(F) 497,317 571,200 674,057 547,423 568,607 580,738 558,317 509,684 552,406 486,842 521,978 449,965 446,746 451,167
34,267 20,762 3,192

675,817 646,906 648,026 634,521 535,995 434,335 333,165 265,328 167,339 105,652 17,347 ▲ 21,506 ▲ 86,448 ▲ 151,699
(H) 4,369,767 4,598,986 5,690,894 5,994,662 6,008,296 6,086,799 6,088,723 6,055,280 6,057,115 6,024,514 6,066,777 6,080,786 6,078,519 6,093,401

○他会計繰入金
年　　　　　　度 R2 R3

区　　　　　　分 決 算 予 算
364 240 336 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456
364 240 336 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

368 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
368 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576

732 816 912 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

補

て

ん

財

源

R12 R13 R14 R15

R12 R13 R14 R15

う ち 基 準 外 繰 入 金
資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

投資・財政計画

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

企業債残高

収 益 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金

当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金
利 益 剰 余 金 処 分 額

計
補てん財源不足額 (E)-(F)

内部留保資金（補てん財源年度末残額）

消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額

企 業 債 償 還 金
そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費
う ち 工 事 請 負 費

他 会 計 補 助 金
国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金
工 事 負 担 金

計

企 業 債


